
 

 

議案第９号 

 

   市道路線の認定について 

 

道路法第８条第２項の規定により、別紙のとおり市道の路線を認定するも

のとする。 

 

令和５年２月２７日提出 

 

愛西市長 日 永 貴 章 

 

 

提案理由 

 

この案を提出するのは、市道路線として認定し、公共の用に供するため必

要があるからである。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



起　　　　　　点

終　　　　　　点

愛西市稲葉町村南１５７番地先から

愛西市落合町中通１２６番１地先まで

愛西市日置町弐橋６１番６地先から

愛西市日置町弐橋６１番８地先まで

愛西市森川町村仲３４番２地先から

愛西市森川町下古川６番地先まで

愛西市西川端町中須原９４番２地先から

愛西市西川端町中須原９４番７地先まで

愛西市渕高町蔭島３９番５地先から

愛西市渕高町蔭島３９番８地先まで

愛西市諏訪町郷西４４０番１地先から

愛西市諏訪町郷西４４０番６地先まで
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